
第１０２回安来市議会定例会 

（令和５年・令和６年） 

６月定例会議議案 

 

（条例関係等）説明資料 
 

 

番号 議案名 ページ 

議第８４号 

安来市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部

を改正する条例制定について 

1～3 

議第８５号 
安来市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

制定について 
4 

議第８６号 

安来市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例及び安来市包括的支援事業の実施

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につい

て 

5・6 

議第８７号 
安来市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部

を改正する条例制定について 
7・8 

議第８９号 財産の取得について 9 

 

  



 



議第８４号 

   安来市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例制定につい

て 説明資料 

総務部ＤＸ推進課 

 

１ 概要 

  令和５年６月に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和５年法律第４８号）におい

て、個人番号（マイナンバー）による情報連携が可能な事務を規定する行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法

律第２７号）別表第２が削除されたため、同表を参照する安来市行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用に関する条例（平成２７年安来市条例第３６号）の一部を改正しようとするも

のです。 

法で定められた事務及びそれに準ずる事務については、主務省令で規定するこ

とによりマイナンバーによる情報連携が可能となり、新規で必要とされる情報連

携を速やかに開始することができます。  

 

２ 主な改正内容 

・第２条に特定個人番号利用事務及び利用特定個人情報の定義を加える。 

・第４条中の個人番号の利用範囲を定めた規定の文言を、第２条で新たに定めた

文言に改める。 

※「特定個人番号利用事務」とは、法で定めるマイナンバーを利用できる事務 

のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべ

きものとして主務省令で定めるもの 

※「利用特定個人情報」とは、特定個人番号利用事務を処理するために必要な 

特定個人情報として主務省令で定めるもの 

 

３ 施行日 

公布の日から施行する。 
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４ 参考 

（１）条例で規定するマイナンバーの利用範囲 

条例第４条で、市がマイナンバーを利用する事務の範囲を規定しています。

これにより、市が独自にマイナンバーを利用する事務（独自利用事務）を設ける

ことができます。また、情報連携により他の地方公共団体等からマイナンバー

情報を取得し、利用することも可能となっています。 

 

（２）情報連携の概要 

情報連携とは、行政機関等同士が情報提供ネットワークシステムを使用して、

行政手続に必要な情報をやり取りすることです。情報連携を活用し、事務に必要

な個人情報を取得することで、市民に提出を求めていた紙媒体の添付書類（課税

証明書等）を省略することなどが可能となります。  
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掲
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右
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掲
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す
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が
あ
る
と
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会

(
省
令
第

1
4
0
条
の

6
6
第

1
号
ロ

(
2
)

に
規
定
す
る
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会
を
い
う
。
次
号
及
び
次
条
に
お

い
て
同
じ
。

)
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
場
合

 

(
3
) 

〔
略
〕

 
(
3
) 

〔
略
〕
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議第８７号 

   安来市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の一部を改正する条例

制定について 説明資料 

消防本部消防総務課 

 

○総務省令別表第２（各傷害等級に該当する傷害） 

障害等級 障害 

第 1級 ・両眼が失明したもの 
・咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの 
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 

・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの 
・両上肢の用を全廃したもの 
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの 
・両下肢の用を全廃したもの 

第 2級 ・一眼が失明し、他眼の視力が 0.02以下になったもの 

・両眼の視力が 0.02以下になったもの 
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 
・両上肢を手関節以上で失ったもの 
・両下肢を足関節以上で失ったもの 

第 3～12級 〔略〕 

第 13級 ・一眼の視力が 0.6以下になったもの 
・正面視以外で複視を残すもの 
・一眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの 
・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 
・五歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 
・腹部臓器の機能に障害を残すもの 

・一手の小指の用を廃したもの 
・一手の母指の指骨の一部を失ったもの 
・一下肢を 1センチメートル以上短縮したもの 
・一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 

・一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用 
を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 

第 14級 ・一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 
・三歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの 
・一耳の聴力が 1メートル以上の距離では小声を解することができない 
程度になったもの 

・上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 
・下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 
・一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 
・一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくな 
ったもの 

・一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 
・局部に神経症状を残すもの 
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議
第
８
７
号
 

安
来
市
消
防
賞
じ
ゅ
つ
金
及
び
殉
職
者
特
別
賞
じ
ゅ
つ
金
条
例
の
一
部
を
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正
す
る
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例
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に
つ
い
て
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資
料
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防
本
部
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課
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改
正
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分
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改
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後
 

改
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前
 

別
表

(
第
3
条
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係

) 
別
表

(
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3
条
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考
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考

 

1
 
障
害
の
等
級
は
、
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
支
給
等
に
関
す
る
省

令
(平

成
1
8年

総
務
省
令
第

11
0号

。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。

)
別
表
第

2
に
定
め

る
障
害
の
等
級
に
よ
る
。

 

 
 

2
 
障
害
の
等
級
及
び
金
額
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
政
令
第

6条
第

5項
か
ら
第

8項
(第

6
項
第

1号
を
除
く
。

)
ま
で
の
規
定
及
び
省
令
第

3条
第
2
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
 

1
 
障
害
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等
級
は
、
政
令
別
表
第
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に
定
め

る
障
害
の
等
級
に
よ
る
。

 

 

2
 
障
害
の
等
級
及
び
金
額
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
政
令
第

6条
第

2項
か
ら
第

6項
(第

3
項
第

1号
を
除
く
。

)
ま
で
の
規
定

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
の
例
に
よ
る
。
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議第８９号 

   財産の取得について 説明資料 

市民生活部環境政策課 

 

１ 件 名   

令和６年度安来市ごみ収集指定袋の購入 

２ 購入理由 

  令和６年度の一般廃棄物の収集運搬処理を行うに当たり、市民の排出する一般

廃棄物を衛生的かつ効率的に収集運搬するため、指定ごみ袋を購入するもの 

３ 納入場所及び数量 

 （１）納入場所 

    市の指定する場所（安来市清瀬クリーンセンター倉庫、伯太庁舎前倉庫、

広瀬庁舎前旧消防倉庫） 

 （２）数量 

    燃やすごみ収集指定袋（大）  １，２５０箱（１０枚×５０，０００袋） 

    燃やすごみ収集指定袋（中）  １，２５０箱（１０枚×５０，０００袋） 

    燃やすごみ収集指定袋（小）    ６５０箱（１０枚×２６，０００袋） 

分別収集指定袋（大）       ６５０箱（１０枚×２６，０００袋） 

    分別収集指定袋（中）       ４５０箱（１０枚×１８，０００袋） 

   分別収集指定袋（小）       ２５０箱（１０枚×１０，０００袋） 

４ 仮契約締結日 

  令和６年５月２１日 

５ 納品期限 

令和６年９月３０日、令和６年１２月２７日及び令和７年２月２８日 

  物品の納品は、契約期間中、３カ所に３回に分けて納品するものとし、納品時

期の日程及び数量は当該ごみ収集指定袋の販売及び在庫状況により協議するもの

とする。 
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